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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターミナルビルに接続され、鉛直軸周りに回転自在なロータンダと、
　一端が前記ロータンダに接続された伸縮自在なトンネル部と、
　前記トンネル部の他端に接続され、鉛直軸周りに回転自在なキャブと、を備え、
　前記トンネル部は、前記キャブが航空機に装着される際に前記航空機の胴部と略平行に
延びるように構成され、
　前記キャブは、前記トンネル部と略直交する方向に延びる床と、前記床の一部から前方
に突出自在に形成され、前方に突出することによって前記床と前記航空機の乗降口とをつ
なぐ通路を形成する渡し台と、前記渡し台が取り付けられたスライド台と、前記スライド
台を前後方向にスライド自在に支持する支持台と、を有し、
　当該ボーディングブリッジは更に、前記スライド台を前後方向に移動させることによっ
て前記渡し台を前後方向にスライドさせる前後スライド機構を備え、
　前記キャブは、航空機の乗降口に向かう方向を前方とし、当該方向と反対の方向を後方
としたときに、前記渡し台の前端部が前記トンネル部よりも前方に位置し、前記支持台の
後端部が前記トンネル部よりも後方に位置するように、前記トンネル部に対し平面視Ｔ字
状に交差している、ボーディングブリッジ。
【請求項２】
　請求項１に記載のボーディングブリッジにおいて、
　前記キャブの床は、前方に向かって突出する突出床と、前記突出床よりも後方に後退し
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た後退床とを有し、
　前記渡し台は、前記後退床から前方に突出する、ボーディングブリッジ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のボーディングブリッジにおいて、
　前記渡し台を左右方向にスライドさせる左右スライド機構を備えている、ボーディング
ブリッジ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一つに記載のボーディングブリッジにおいて、
　前記キャブの床の先端部が前記航空機の胴部に対して平行であるか否かを検出する平行
度検出センサを備えている、ボーディングブリッジ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一つに記載のボーディングブリッジからなる第１のボーディン
グブリッジと、
　ターミナルビルに接続され、鉛直軸周りに回転自在なロータンダと、一端が前記ロータ
ンダに接続された伸縮自在なトンネル部と、前記トンネル部の他端に接続され、鉛直軸周
りに回転自在なキャブと、を備えた第２のボーディングブリッジと、を備え、
　前記第１のボーディングブリッジと前記第２のボーディングブリッジとは、空港の同一
スポット内に配置されている、ボーディングブリッジシステム。
【請求項６】
　ターミナルビルに接続され、鉛直軸周りに回転自在なロータンダと、
　一端が前記ロータンダに接続された伸縮自在なトンネル部と、
　前記トンネル部の他端に接続され、鉛直軸周りに回転自在なキャブと、を備え、
　前記トンネル部は、前記キャブが航空機に装着される際に前記航空機の胴部と略平行に
延びるように構成され、
　前記キャブは、前記トンネル部と略直交する方向に延びる床と、前記床の一部から前方
に突出自在に形成され、前方に突出することによって前記床と前記航空機の乗降口とをつ
なぐ通路を形成する渡し台と、を有しているボーディングブリッジの前記航空機に対する
装着方法であって、
　前記トンネル部が前記航空機の胴部と略平行になって、前記床の延びる方向と前記航空
機の乗降口の向いている方向とが略平行となるまで前記ロータンダを旋回させる第１のス
テップと、
　前記キャブの先端の位置が前記航空機の乗降口と対向する位置になるまで、前記トンネ
ル部を伸縮する第２のステップと、
　前記キャブを前記乗降口に接近させる第３のステップと、
　前記渡し台を前記床から前方に突出させることによって前記床と前記乗降口との間に架
け渡す第４のステップと、
を包含するボーディングブリッジの装着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボーディングブリッジに係り、特に、エアステアーを内蔵した航空機に装着
可能なボーディングブリッジに関する。また、本発明は、上記ボーディングブリッジを備
えたボーディングブリッジシステム、および上記ボーディングブリッジの装着方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、航空機の乗降装置として、ボーディングブリッジが知られている。ボーディ
ングブリッジは、空港のターミナルビルと航空機とを連絡する歩行通路を備えている。ボ
ーディングブリッジを用いることによって、ターミナルビルと航空機との間における乗客
等の乗り降りが可能となる（例えば、特許文献１参照）。



(3) JP 5111075 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

【０００３】
　特許文献１に開示されたボーディングブリッジは、ターミナルビルに接続されたロータ
ンダと、ロータンダに接続された伸縮自在なトンネル部と、トンネル部の先端に設けられ
たキャブとを備えている。
【０００４】
　図８を参照しながら、上記ボーディングブリッジの航空機に対する装着方法について説
明する。航空機１００がエプロン上の所定の位置に駐機すると、ボーディングブリッジ２
０１のキャブ２０６内に乗り込んだ操作員は、キャブ２０６を航空機１００の扉１０１に
向かって走行させる。この際、ロータンダ２０４が旋回するとともに、トンネル部２０５
が伸長する。また、キャブ２０６もトンネル部２０５に対して旋回することになる。なお
、符号２０２は、ターミナルビルを表している。キャブ２０６が扉１０１に対向する位置
に到着すると、キャブ２０６を扉１０１に向かって前進させ、扉１０１の周囲に装着する
。その後、扉１０１が開かれ、乗客の乗り降りが可能となる。なお、図示は省略するが、
扉１０１は横方向に回転またはスライドする扉である。
【特許文献１】特開２００２－３７１９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、例えば、いわゆる小型機などにおいて、エアステアー（すなわち、裏側
に乗降用の階段が設けられ、扉を出すことにより乗降用の階段となる機構）を備えた航空
機が存在する。この種の航空機では、扉が下端部を支点として縦方向に回動するので、キ
ャブを装着した後に扉を開こうとしても、扉がキャブの床と干渉してしまい、扉を開ける
ことができない。
【０００６】
　また、いわゆる小型機などにおいて、乗降口とエンジンとの距離が短い航空機が存在す
る。この種の航空機に対しては、従来のボーディングブリッジの構造では装着が困難であ
った。また、装着が可能であっても、乗降口の周囲に装着する際に、キャブがエンジンと
干渉しないように注意深く操作する必要があり、大型機に装着する場合に比べて、操作員
の負担が大きくなるという課題がある。
【０００７】
　一方、小型機においても、高齢者や身障者等でも容易に搭乗でき、搭乗の負担が軽減さ
れることが好ましい。そのため、小型機に対しても、ボーディングブリッジの活用が望ま
れている。
【０００８】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、エアステアーを内蔵し
、かつ乗降口とエンジンとの距離が短い航空機に対しても、多大な負担をかけずに装着可
能なボーディングブリッジを提供することである。また、どのような小型機に対しても、
ターミナルビルから容易に乗降できるボーディングブリッジを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るボーディングブリッジは、ターミナルビルに接続され、鉛直軸周りに回転
自在なロータンダと、一端が前記ロータンダに接続された伸縮自在なトンネル部と、前記
トンネル部の他端に接続され、鉛直軸周りに回転自在なキャブと、を備え、前記トンネル
部は、前記キャブが航空機に装着される際に前記航空機の胴部と略平行に延びるように構
成され、前記キャブは、前記トンネル部と略直交する方向に延びる床と、前記床の一部か
ら前方に突出自在に形成され、前方に突出することによって前記床と前記航空機の乗降口
とをつなぐ通路を形成する渡し台と、前記渡し台が取り付けられたスライド台と、前記ス
ライド台を前後方向にスライド自在に支持する支持台と、を有し、当該ボーディングブリ
ッジは更に、前記スライド台を前後方向に移動させることによって前記渡し台を前後方向
にスライドさせる前後スライド機構を備え、前記キャブは、航空機の乗降口に向かう方向
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を前方とし、当該方向と反対の方向を後方としたときに、前記渡し台の前端部が前記トン
ネル部よりも前方に位置し、前記支持台の後端部が前記トンネル部よりも後方に位置する
ように、前記トンネル部に対し平面視Ｔ字状に交差しているものである。
【００１０】
　本発明に係るボーディングブリッジの装着方法は、前記トンネル部が前記航空機の胴部
と略平行になって、前記床の延びる方向と前記航空機の乗降口の向いている方向とが略平
行となるまで前記ロータンダを旋回させる第１のステップと、前記キャブの先端の位置が
前記航空機の乗降口と対向する位置になるまで、前記トンネル部を伸縮する第２のステッ
プと、前記キャブを前記乗降口に接近させる第３のステップと、前記渡し台を前記床から
前方に突出させることによって前記床と前記乗降口との間に架け渡す第４のステップと、
を包含する方法である。
【００１１】
　上記ボーディングブリッジは、キャブの床の一部から前方に突出自在な渡し台を備えて
いる。そのため、航空機の扉を開いた後、キャブを航空機に装着し、渡し台を前方に突出
させることによってキャブの床と航空機の乗降口とをつなぐ通路を形成することにより、
乗客の乗り降りが可能となる。したがって、エアステアーを内蔵した航空機に対しても装
着が可能となる。
【００１２】
　また、上記ボーディングブリッジによれば、キャブは、トンネル部と略直交する方向に
延びる床を有している。そのため、トンネル部が航空機の胴部と略平行になるまでロータ
ンダを旋回させた後、トンネル部を伸縮させるだけで、キャブの先端と航空機の乗降口と
の位置合わせを行うことができる。ここで、乗降口とエンジンとの距離が短い航空機の場
合、トンネル部の伸長方向は、航空機の胴部に沿ってエンジンに接近する方向となる。そ
のため、キャブがロータンダを中心として旋回しながらエンジンの近傍を横切る場合と異
なり、キャブがエンジンにどの程度接近しているかを容易に把握することができる。した
がって、キャブとエンジンとの干渉を容易に避けることができ、操作員の負担が軽減する
。
【００１３】
　前記キャブの床は、前方に向かって突出する突出床と、前記突出床よりも後方に後退し
た後退床とを有し、前記渡し台は、前記後退床から前方に突出してもよい。
【００１４】
　このことにより、航空機への装着の際に、後退床をエアステアーの後方に位置付けるこ
とによって、エアステアーとキャブの床との干渉を避けることができる。また、突出床（
なお、突出床の先端側にはバンパー等が設けられていることが好ましい。）の先端側を航
空機の胴部に接触または接近させ、突出床を航空機の胴部に平行に沿わせることにより、
キャブの向きを航空機の乗降口に正確に合わせることが容易になる。そして、そのように
正確に位置決めされた後、後退床から渡し台を架け渡すことによって、キャブの床と航空
機の乗降口とをつなぐ通路が形成される。したがって、キャブの位置決めに際しての操作
員の負担がより軽減する。
【００１５】
　前記ボーディングブリッジは、前述のように、前記渡し台を前後方向にスライドさせる
前後スライド機構を備えている。
【００１６】
　このことにより、キャブと航空機の乗降口との位置合わせを行った後、渡し台を航空機
の乗降口に向かって前方にスライドさせることにより、キャブの床と航空機の乗降口とを
つなぐ通路が形成される。
【００１７】
　平面視において、前記キャブは前記トンネル部に対し平面視略Ｔ字状に交差している。
【００１８】
　このことにより、キャブは、航空機の乗降口に向かう方向（前方）だけでなく、当該方
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向と反対の方向（後方）にも、ある程度の長さを有することとなる。そのため、渡し台の
前後方向のスライド可能量を大きく確保することができる。また、渡し台は、トンネル部
の出口部分（トンネル部とキャブとが交差している部分）よりも更に後方にスライドする
ことができるので、トンネル部の出口部分とキャブの先端との間の距離を短くすることが
できる。したがって、キャブがトンネル部に対して平面視略Ｌ字状に交差している場合に
比べて、トンネル部の出口部分と航空機の乗降口との間の距離を短くすることができ、乗
客等の歩行距離を短くすることができる。
【００１９】
　前記ボーディングブリッジは、前記渡し台を左右方向にスライドさせる左右スライド機
構を備えていることが好ましい。
【００２０】
　このことにより、渡し台と航空機の乗降口との位置合わせをより容易に行うことができ
る。
【００２１】
　前記ボーディングブリッジは、前記キャブの床の先端部が前記航空機の胴部に対して平
行であるか否かを検出する平行度検出センサを備えていることが好ましい。
【００２２】
　このことにより、平行度検出センサの検出結果に基づいてキャブの向きを調整すること
によって、キャブの床の先端部と航空機の胴部との間の平行度合いを、より高めることが
できる。そのため、渡し台を航空機の乗降口に対して、より正確に架け渡すことができる
。
【００２３】
　本発明に係るボーディングブリッジシステムは、前記ボーディングブリッジからなる第
１のボーディングブリッジと、ターミナルビルに接続され、鉛直軸周りに回転自在なロー
タンダと、一端が前記ロータンダに接続された伸縮自在なトンネル部と、前記トンネル部
の他端に接続され、鉛直軸周りに回転自在なキャブと、を備えた第２のボーディングブリ
ッジと、を備え、前記第１のボーディングブリッジと前記第２のボーディングブリッジと
は、空港の同一スポット内に配置されているものである。
【００２４】
　上記ボーディングブリッジシステムによれば、例えば、エアステアーを備えた小型航空
機に対しては第１のボーディングブリッジを使用し、横方向に回転またはスライドする扉
を備えた大型航空機に対しては第２のボーディングブリッジを使用することにより、小型
航空機および大型航空機の両方を同一スポットに選択的に駐機させることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本発明によれば、エアステアーを内蔵し、かつ乗降口とエンジンとの距
離が短い航空機に対しても、操作員に多大な負担をかけずに装着可能なボーディングブリ
ッジを実現することができる。そのため、本発明に係るボーディングブリッジによれば、
どのような小型機にも装着できる構造であるため、どのような小型機にも容易に乗降する
ことができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　《ボーディングブリッジの全体構成》
　図１に示すように、本実施形態に係るボーディングブリッジ１は、エアステアー１５２
を備えた小型の航空機１５０に対して装着可能なボーディングブリッジである。また、本
ボーディングブリッジ１は、乗降口１５１とエンジン１５３との距離が短い航空機１５０
に対して装着容易なボーディングブリッジである。
【００２７】
　図１に示すように、ボーディングブリッジ１は、空港のターミナルビルに接続されたロ
ータンダ４と、ロータンダ４に接続されたトンネル部５と、トンネル部５の先端側に設け
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られたキャブ６とを備えている。
【００２８】
　ロータンダ４は、鉛直軸周りに回転自在に構成されている。トンネル部５は、第１トン
ネル５ａと第２トンネル５ｂと接続トンネル５ｃとを備えている。第２トンネル５ｂは第
１トンネル５ａに対してスライド自在に組み立てられており、接続トンネル５ｃは第２ト
ンネル５ｂに対して連結されて組み立てられている。これにより、トンネル部５は、伸縮
自在に構成されている。トンネル部５の内部には、図示しない歩行通路が形成されており
、この歩行通路も伸縮自在となっている。なお、トンネル部５のトンネルの数は３つに限
定されず、２つであってもよく、４つ以上であってもよい。また、トンネル部５の全体が
伸縮自在であれば、トンネルの数は１つであってもよい。また、ここでいうトンネルとは
、側方および上方のすべてが覆われているものに限られず、側方および上方の一部が覆わ
れているものも含まれる。本発明におけるトンネル部は、上方が開放されたものであって
もよい。
【００２９】
　《キャブの構成》
　本実施形態に係るボーディングブリッジ１では、キャブ６は、平面視略円形状ではなく
、平面視略長方形状に形成されている。キャブ６は、鉛直軸７周りに回転自在に構成され
ている。キャブ６は、接続トンネル５ｃに接続された半円部６ａと、トンネル部５に対し
て略直交する方向に延びる直線部６ｂとを有している。
【００３０】
　以下の説明では、キャブ６の開放された側を先端側または前側という。キャブ６の前側
部分には、前方に向かって突出する突出床１１と、突出床１１よりも後方に向かって後退
した後退床１２とが形成されている。本実施形態では、これら突出床１１と後退床１２と
により、キャブ６の先端側の床には、平面視Ｌ字状の段差が設けられている。突出床１１
の先端側には、バンパ１３が取り付けられている。
【００３１】
　後述するように、後退床１２の内部または下部には、前後方向にスライド自在な渡し台
２０が設置されている。渡し台２０は、後退床１２と航空機１５０の乗降口１５１とをつ
なぐ通路を形成するものである。
【００３２】
　また、キャブ６の先端側には、航空機１５０の乗降口１５１の周囲を覆うクロージャ１
４が設けられている。ただし、クロージャ１４は必ずしも必要ではなく、省略することも
可能である。
【００３３】
　図２は、キャブ６の内部の構造を概念的に示す平面図である。キャブ６の半円部６ａの
下側部分（すなわち、床よりも下側の部分）には、チェーン３２が円弧状に配置されてい
る。また、キャブ６の半円部６ａの下側部分には、このチェーン３２と噛み合うスプロケ
ット３１Ａと、このスプロケット３１Ａを回転させるモータ３０Ａとが設けられている。
モータ３０Ａが駆動してスプロケット３１Ａが回転すると、スプロケット３１Ａはチェー
ン３２上を移動する。その結果、キャブ６は、鉛直軸７（図１参照）周りに回転すること
になる。つまり、キャブ６は、モータ３０Ａによって回転駆動される。
【００３４】
　キャブ６の直線部６ｂの下側部分（すなわち、床よりも下側の部分）には、スライド台
２１と、スライド台２１を前後方向にスライド自在に支持する支持台２２とが設けられて
いる。スライド台２１の先端側（図２における左側）には、渡し台２０が取り付けられて
いる。
【００３５】
　以下の説明では、前後左右方向は、キャブ６の中央部分から渡し台２０の方を見たとき
の前後左右方向をいうものとする。言い換えると、キャブ６内に乗り込んだ操作員から見
た方向を、方向の基準とする。そのため、図２の左側、右側、下側、上側が、それぞれ前
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側、後側、左側、右側となる。スライド台２１の先端側部分には、左右方向に延びるチェ
ーン２３が配置されている。渡し台２０の後側には、チェーン２３と噛み合うスプロケッ
ト２４と、スプロケット２４を回転させるモータ２５とが設けられている。モータ２５が
駆動してスプロケット２４が回転すると、スプロケット２４はチェーン２３上を左右に移
動する。その結果、渡し台２０は、モータ２５およびスプロケット２４と共に左右方向に
スライドすることになる。つまり、渡し台２０は、モータ２５によって左右方向に移動可
能となっている。これらモータ２５、スプロケット２４、およびチェーン２３は、渡し台
２０を左右方向にスライドさせる左右スライド機構を構成している。
【００３６】
　支持台２２の左右両側には、前後方向に延びるチェーン２６が配置されている。スライ
ド台２１には、チェーン２６と噛み合うスプロケット２７と、スプロケット２７と共に回
転する駆動軸２８と、駆動軸２８を回転させるモータ２９とが設けられている。モータ２
９が駆動して駆動軸２８が回転すると、スプロケット２７がチェーン２６上を前後に移動
する。その結果、スライド台２１は前後方向にスライドすることになる。そして、スライ
ド台２１に取り付けられた渡し台２０も、前後方向にスライドすることになる。つまり、
渡し台２０は、モータ２９によって前後方向に移動可能となっている。これらモータ２９
、駆動軸２８、スプロケット２７、およびチェーン２６は、渡し台２０を前後方向にスラ
イドさせる前後スライド機構を構成している。
【００３７】
　突出床１１の先端側には、航空機１５０の胴部１５５に対する接触を検知する複数のセ
ンサ３１が配置されている。本実施形態では、センサ３１は、突出床１１の左右両側にそ
れぞれ配置されている。ただし、センサ３１は、突出床１１以外の部分に設けてもよい。
また、突出床１１と、突出床１１以外の部分とに、センサ３１を設けることも可能である
。例えば、後退床１２の右端部分に棒３２を設け、この棒３２の先端にセンサ３１を設け
てもよい。また、棒３２を折りたたみ式または前後スライド式に形成してもよい。これに
より、センサ３１を使用しない際には棒３２を収納することができ、棒３２が邪魔になる
ことを防止することができる。
【００３８】
　これら複数のセンサ３１は、キャブ６の床の先端部に沿って配置されている。言い換え
ると、これらセンサ３１は、キャブ６の直線部６ｂの長手方向（図２の左右方向）と直交
する方向（図２の上下方向）に配列されている。これらセンサ３１は、キャブ６の床の先
端部が航空機１５０の胴部１５５に対して平行であるか否かを検出するセンサである。本
実施形態では、センサ３１は接触式センサであるが、センサ３１はキャブ６の床の先端部
と航空機１５０の胴部１５５との距離を計測する非接触式のセンサ（例えば、光学式セン
サ等）であってもよい。本実施形態では、これら複数のセンサ３１が検出する押し込み距
離が等しいほど、平行度は高いことになる。なお、非接触式のセンサを用いる場合には、
複数のセンサが検出する距離が等しいほど、平行度は高いことになる。
【００３９】
　本実施形態では、突出床１１上に操作盤３０が配置されている。ただし、操作盤３０の
設置箇所は、突出床１１上に限定されるわけではない。
【００４０】
　図３は、キャブ６およびトンネル部５の一部を後方から見た図である。図３に示すよう
に、トンネル部５には、左右一対の走行輪（ただし、図３では右側の走行輪のみ図示）４
０が設けられている。走行輪４０には、支持台４１が支持されている。
【００４１】
　支持台４１には、上下に延びる第１ガイドフレーム４２と、上下に延びるウォーム４３
とが支持されている。図示は省略するが、ウォーム４３の外周部には螺旋状の溝が形成さ
れている。トンネル部５には、上下に延びる第２ガイドフレーム４４が固定されている。
第２ガイドフレーム４４は、第１ガイドフレーム４２にスライド自在に嵌め込まれている
。また、トンネル部５には、ウォーム４３と噛み合うウォームホイール４５と、ウォーム
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ホイール４５を回転させるモータ４６とが固定されている。ウォーム４３とウォームホイ
ール４５とは、ウォームホイール４５の回転に伴ってウォームホイール４５を上下移動さ
せるウォームギアを構成している。
【００４２】
　モータ４６が駆動すると、ウォームホイール４５は、ウォーム４３に沿って上下移動す
る。また、モータ４６およびウォームホイール４５はトンネル部５に取り付けられている
ので、モータ４６が駆動すると、トンネル部５は、ウォームホイール４５と共に上下移動
する。なお、トンネル部５には第２ガイドフレーム４４が固定されているので、第２ガイ
ドフレーム４４が第１ガイドフレーム４２にガイドされることによって、トンネル部５は
安定して上下移動することになる。キャブ６はトンネル部５に鉛直軸周りに回転自在に取
り付けられているが、トンネル部５と共に上下移動する。そのため、モータ４６が駆動す
ると、キャブ６も上下移動することになる。このモータ４６を制御することにより、キャ
ブ６の上下位置が調整される。
【００４３】
　図４は、キャブ６を側方から見た図である。言い換えると、ボーディングブリッジ１の
外部からキャブ６をロータンダ４側に向かって見た図である。図４に示すように、本実施
形態では、キャブ６の直線部６ｂの右側の壁には、窓８が設けられている。本実施形態で
は、視認性向上のために、窓８の面積は大きくなっている。ただし、窓８の面積は特に限
定されるわけではない。また、キャブ６の直線部６ｂの右側の一部が開放されている場合
には、窓８がなくても視界を確保することができるので、窓８を省略することも可能であ
る。
【００４４】
　《ボーディングブリッジの装着方法》
　次に、ボーディングブリッジ１の装着方法について説明する。
【００４５】
　図５（ａ）に示すように、まず、ロータンダ４を回転させ、ボーディングブリッジ１を
待機位置（図５（ａ）に仮想線で示す位置）から、第１準備位置にまで移動させる。この
第１準備位置は、トンネル部５が航空機１５０の胴部１５５と略平行となる位置である。
【００４６】
　次に、図５（ｂ）に示すように、キャブ６の先端の位置が航空機１５０の乗降口１５１
と対向する位置（＝第２準備位置）になるまで、トンネル部５を伸長させる。より詳しく
は、キャブ６の後退床１２と乗降口１５１との位置が合うように、トンネル部５を伸長さ
せる。この際、トンネル部５の伸長方向は、航空機１５０の胴部１５５と略平行の方向で
ある。また、前述したように、キャブ６の右側の壁には、窓８が形成されている（図４参
照）。そのため、キャブ６内の操作員は、キャブ６の移動の際に、キャブ６とエンジン１
５３との間の距離を容易に把握することができる。また、キャブ６は航空機１５０の胴部
１５５と平行に移動するので、キャブ６を乗降口１５１の前で停止させることにより、キ
ャブ６がエンジン１５３に接近し過ぎることを確実に防止することができる。
【００４７】
　なお、エアステアー１５２を開くタイミング（図６（ａ）参照）は、ボーディングブリ
ッジ１が待機位置にいる間であってもよく、待機位置から第１準備位置に移動する間であ
ってもよく、第１準備位置にいる間であってもよく、第１準備位置から第２準備位置に移
動する間であってもよく、ボーディングブリッジ１が第２準備位置にいる間であってもよ
い。
【００４８】
　次に、図５（ｃ）に示すように、エアステアー１５２が開かれた状態（図６（ａ）参照
）で、キャブ６を航空機１５０の乗降口１５１に接近させる。具体的には、キャブ６の先
端に設けられたセンサ３１が航空機１５０の胴部１５５に接触するまで、キャブ６を乗降
口１５１に近づける（図６（ｂ）参照。なお、図６（ｂ）および（ｃ）では、センサ３１
の図示は省略している。）。本実施形態では、複数のセンサ３１の接触度合いによって、
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キャブ６の先端部と航空機１５０の胴部１５５との平行度が検出される。キャブ６は、航
空機１５０の胴部１５５と実質的に平行になるように位置付けられる。すなわち、キャブ
６の向きが航空機１５０の胴部１５５と実質的に直交する向きとなるように、言い換える
と、キャブ６の直線部６ｂの長手方向と航空機１５０の胴部１５５の長手方向とが実質的
に直交するように、キャブ６の向きが調整される。
【００４９】
　次に、渡し台２０を前方にスライドさせ、渡し台２０を後退床１２と乗降口１５１との
間に架け渡す。具体的には、まず、渡し台２０の左右位置が乗降口１５１の左右位置と合
うように、モータ２５（図２参照）を制御することによって渡し台２０を左右に移動させ
る。そして、渡し台２０の左右位置が乗降口１５１の左右位置と一致したことを確認した
後、モータ２９を制御し、スライド台２１を前進させる。これにより、渡し台２０が前方
に移動し、渡し台２０によって、後退床１２と乗降口１５１との間に通路が形成される（
図６（ｃ）参照）。
【００５０】
　なお、図６（ｃ）（図１も同様）では、渡し台２０の左右両側に手すり６１が設けられ
ているが、これら手すり６１は省略してもよい。これら手すり６１は、渡し台２０を後退
床１２から突出させた後に、渡し台２０に嵌め込まれるものであってもよい。また、これ
ら手すり６１は、渡し台２０の左右両側に収納自在に構成され、渡し台２０を後退床１２
から突出させた後に、展開されるものであってもよい。
【００５１】
　《実施形態の作用効果》
　以上のように、本実施形態に係るボーディングブリッジ１によれば、キャブ６の床の一
部から前方に突出自在に形成され、キャブ６の床と航空機１５０の乗降口１５１とをつな
ぐ渡し台２０を備えている。そのため、エアステアー１５２を開いた後に、渡し台２０を
キャブ６の床と乗降口１５１との間に架け渡すことによって、キャブ６と航空機１５０と
の間での乗客等の乗り降りが可能となる。したがって、本実施形態に係るボーディングブ
リッジ１によれば、エアステアー１５２を内蔵した航空機１５０に対しても装着が可能と
なる。
【００５２】
　また、ボーディングブリッジ１によれば、キャブ６は、トンネル部５と略直交する方向
に延びる直線部６ｂを備えている。なお、ここで「略直交する方向」には、直交する方向
から多少傾いた方向も含まれる。例えば、直交する方向から－１０度～１０度傾いた方向
も、略直交する方向に含まれる。本ボーディングブリッジ１によれば、トンネル部５が航
空機１５０の胴部１５５と略平行になるまでロータンダ４を旋回させた後、トンネル部５
を伸長させるだけで、キャブ６の先端と航空機１５０の乗降口１５１との位置合わせを行
うことができる。この際、キャブ６の進行方向は、航空機１５０のエンジン１５３に向か
って直線的に接近する方向となる。そのため、キャブがロータンダを中心として旋回移動
しながらエンジンの横を通過する場合と異なり、操作員はキャブ６がエンジン１５３にど
の程度近づいているかを容易に把握することができる。また、キャブ６の先端が航空機１
５０の乗降口１５１の手前に到達した時点でキャブ６の移動を停止するので、エンジン１
５３に対するキャブ６の接近を従来ほど意識しなくても、キャブ６がエンジン１５３に接
近し過ぎることを自然に回避することができる。したがって、乗降口１５１とエンジン１
５３との距離が短い航空機１５０であっても、キャブ６とエンジン１５３との干渉を容易
に避けることができ、操作員の負担を軽減させることができる。
【００５３】
　本実施形態によれば、渡し台２０は、左右方向にスライド自在である。そのため、キャ
ブ６と航空機１５０の乗降口１５１との位置合わせを行った後、渡し台２０を左右方向に
移動させることにより、渡し台２０の左右位置を乗降口１５１の左右位置に一致するよう
に微調整することができる。
【００５４】
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　また、本実施形態によれば、渡し台２０は、前後方向にスライド自在である。そのため
、キャブ６の先端の位置を航空機１５０の乗降口１５１の位置に合わせた後、渡し台２０
を乗降口１５１に向かって前方にスライドさせることによって、キャブ６の床と乗降口１
５１とをつなぐ通路を形成することができる。
【００５５】
　本実施形態によれば、キャブ６は、半円部６ａと直線部６ｂとを備えており、トンネル
部５に対し平面視略Ｔ字状に取り付けられている。これにより、キャブ６は、乗降口１５
１に向かう方向（前方）だけでなく、反対方向（後方）にもある程度の長さを有すること
になる。そのため、渡し台２０はキャブ６の床の内部または下部にスライド可能に収納さ
れるが、その渡し台２０のスライド可能量を大きく確保することができる。したがって、
渡し台２０の長さを長くすることも可能となる。
【００５６】
　また、渡し台２０は、トンネル部５の出口部分（トンネル部５とキャブ６とが交差して
いる部分。図１における接続トンネル５ｃの先端側部分。）よりも更に後方にスライドす
ることができる。そのため、キャブ６がトンネル部５に対して平面視略Ｔ字状に交差して
いることにより、キャブ６がトンネル部５に対して平面視略Ｌ字状に交差している場合（
図示省略）に比べて、トンネル部５の出口部分とキャブ６の先端との間の距離を短くする
ことができる。したがって、トンネル部５を出てから乗降口１５１に至るまでの歩行距離
を短くすることができる。
【００５７】
　ただし、上記実施形態と異なり、キャブ６をトンネル部５に対して平面視略Ｌ字状に取
り付けることも可能である。
【００５８】
　本実施形態によれば、キャブ６は、前方に向かって突出する突出床１１と、突出床１１
よりも後方に後退した後退床１２とを有しており、渡し台２０は後退床１２から突出する
ように構成されている。そのため、渡し台２０をキャブ６の床と乗降口１５１との間に架
け渡す前に、突出床１１を航空機１５０の胴部１５５に対して略平行に位置付けることに
よって、キャブ６の位置決めを行うことができる。したがって、キャブ６の位置決めに際
しての操作員の負担を軽減させることができる。
【００５９】
　また、本実施形態によれば、キャブ６の先端部が航空機１５０の胴部に対して平行にな
っているか否かを検出するセンサ３１を備えている。そのため、渡し台２０を乗降口１５
１に向かって前進させる前に、乗降口１５に対してキャブ６の向きを正確に合わせること
ができる。したがって、渡し台２０を乗降口１５に対して、正確に真っ直ぐ伸ばすことが
できる。
【００６０】
　なお、上記実施形態の各駆動機構（左右スライド機構、前後スライド機構、キャブ６を
旋回させる駆動機構、キャブ６を上下動させる機構等）は、前述の機構に限られない。例
えば、各駆動機構として、ラックピニオン式の駆動機構や、パワーシリンダー式の駆動機
構等を用いることも可能である。
【００６１】
　《ボーディングブリッジシステム》
　上記ボーディングブリッジ１は、平面視略円形状のキャブを備えた従来のボーディング
ブリッジと併用することも可能である。以下に説明するボーディングブリッジシステムは
、上記ボーディングブリッジ１と従来のボーディングブリッジとを、空港の同一のスポッ
トに併設したものである。
【００６２】
　図７（ａ）および（ｂ）に示すように、ボーディングブリッジシステム５０は、第１の
ボーディングブリッジ１と、第２のボーディングブリッジ５１とを備えている。第１のボ
ーディングブリッジ１は、上述のボーディングブリッジ１によって構成されている。一方
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、第２のボーディングブリッジ５１は、ロータンダ５４と、ロータンダ５４に接続された
トンネル部５５と、トンネル部５５の先端側に設けられたキャブ５６とを備えている。ト
ンネル部５５は、第１トンネル５５ａ、第２トンネル５５ｂ、および第３トンネル５５ｃ
を備えている。これら第１トンネル５５ａ、第２トンネル５５ｂ、および第３トンネル５
５ｃがスライドすることにより、トンネル部５５は伸縮自在である。
【００６３】
　キャブ５６は、平面視略円形状に形成されている。第１のボーディングブリッジ１のキ
ャブ６と異なり、第２のボーディングブリッジ５１のキャブ５６には、直線部６ｂは設け
られていない。また、第２のボーディングブリッジ５１のキャブ５６の床には、突出床１
１および後退床１２は形成されていない。キャブ５６の床の先端側には、段差は形成され
ていない。キャブ５６には、渡し台２０は設けられていない。
【００６４】
　第１のボーディングブリッジ１および第２のボーディングブリッジ５１は、同一のスポ
ット６０に配置されている。第１のボーディングブリッジ１は小型の航空機１５０用であ
り、第２のボーディングブリッジ５１は大型の航空機１７０用である。小型航空機１５０
は、エアステアーを内蔵した航空機であってもよい。大型航空機１７０は、横方向に回転
またはスライドする扉を備えた航空機である。
【００６５】
　図７（ａ）に示すように、スポット６０内に小型の航空機１５０が駐機した場合には、
第２のボーディングブリッジ５１は待機位置に退避しており、第１のボーディングブリッ
ジ１が使用される。なお、航空機１５０に対する第１のボーディングブリッジ１の装着方
法は、前述した通りである。
【００６６】
　図７（ｂ）に示すように、スポット６０内に大型の航空機１７０が駐機した場合には、
第１のボーディングブリッジ１は、装着位置（トンネル部５が航空機１５０の胴部１５５
と略平行となる位置）からさらに左側に旋回し、退避位置に位置づけられる。この状態に
おいて、第２のボーディングブリッジ５１は待機位置（図７（ａ）に示す位置）から装着
位置（図７（ｂ）に示す位置）に移動する。なお、航空機１７０に対する第２のボーディ
ングブリッジ５１の装着は、待機位置にあるキャブ５６が航空機１７０の乗降口１７１に
向かってほぼ直線的に移動することによって行われる。
【００６７】
　本ボーディングブリッジシステム５０によれば、同一のスポット６０内に第１のボーデ
ィングブリッジ１と第２のボーディングブリッジ５１とを備えており、これら第１のボー
ディングブリッジ１および第２のボーディングブリッジ５１を選択的に使用することがで
きる。第１のボーディングブリッジ１を使用する場合には、第２のボーディングブリッジ
５１を待機位置に待機させることにより、第１のボーディングブリッジ１と第２のボーデ
ィングブリッジ５１との干渉を避けることができる。第２のボーディングブリッジ５１を
使用する場合には、第１のボーディングブリッジ１を退避位置に退避させることにより、
第１のボーディングブリッジ１と第２のボーディングブリッジ５１との干渉を避けること
ができる。本ボーディングブリッジシステム５０によれば、エアステアーを内蔵した小型
航空機１５０およびエアステアーを内蔵しない大型航空機１７０の両方を、同一のスポッ
ト６０に選択的に駐機させることができる。そのため、スポット６０の効率的な利用が可
能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上のように、本発明は、ボーディングブリッジについて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】ボーディングブリッジの装着状態を示す斜視図である。
【図２】キャブの内部の平面図である。
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【図３】キャブおよびトンネル部の背面図である。
【図４】キャブの側面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、ボーディングブリッジの装着方法を示す図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、エアステアーおよびキャブ床の斜視図である。
【図７】（ａ）および（ｂ）は、ボーディングブリッジシステムの平面図である。
【図８】従来のボーディングブリッジの平面図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　　　ボーディングブリッジ
　４　　　ロータンダ
　５　　　トンネル部
　６　　　キャブ
　６ａ　　半円部
　６ｂ　　直線部
　１１　　突出床
　１２　　後退床
　１３　　バンパー
　１４　　クロージャ
　２０　　渡し台
　２６　　チェーン
　２７　　スプロケット
　２９　　モータ
　３１　　センサ（平行度検出センサ）
　１５０　航空機
　１５１　乗降口
　１５２　エアステアー
　１５３　エンジン
　１５５　航空機の胴部
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